
通所介護事業所における食事納入契約に係る 

業者選定プロポーザルの実施について 

 

１ 件 名  

   通所介護事業所における食事納入契約に係る業者選定プロポーザル 

２ 主催者 

社会福祉法人 老後を幸せにする会 

３ 選考方法 

公募による条件付プロポーザル方式 

４ 公募条件 

（１） 食品衛生法に基づく営業許可を得ていること。業者を仲介する場合、食品衛生 

法に抵触することがなく衛生管理も含めた体制が整備されていること 

（２） 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６条）第１６７条の４の規定に該当し 

ないこと 

（３）法人税又は所得税及び消費税（地方消費税を含む。）を滞納していない者 

（４）過去３年間において東京都内で、罰則により入札の参加を禁じられたことがな 

いこと 

（５）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立てがな 

されていない者、又は民事再生法（平成１１年法律第２５号）に基づき再生手 

続開始の申立てがなされていないこと 

（６）過去３年間において首都圏の医療・介護福祉施設で実績を有すること 

（７）自治体の契約に係わる暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外等措置を受け 

ていないこと 

（８）東京都、神奈川、埼玉または千葉に本社または支社があること 

（９）当法人の理事又は評議員が役員をしている企業ではないこと 

（１０）感染症や震災等の災害により、営業停止となった際でも可能な限り食事提供 

が継続できる対策を講じていること 

 

５ スケジュール 

（１） 実施要項及び参加申込書の配布 

令和６年９月２４日～令和６年１０月１５日 

（２） 参加申込期限 

令和６年１０月１５日午後５時までに必着（郵送又はＦＡＸ可） 

（３） 企画提案書等提出期限 

令和６年１０月１５日（ＦＡＸ不可） 

（４） 選考（試食） 

令和６年１０月２８日（予定） 



６ 提案書提出先 

  社会福祉法人老後を幸せにする会  担当 西宮 

   〒１５８－００８１  東京都世田谷区深沢４-１７-１ 

             電話番号 ０３－３７０３－１２０１ 

             ＦＡＸ  ０３－３７０３－１２０３ 

               Email   n-nishimiya@rougo-happy.or.jp 

以上 


